


一

　
　
　
　
　
　
　
　
改
　
　
　
正
　
　
　
後

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
章
　
基
本
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
条
　
全
権
委
員
会
議

　
　
四
七
　
１
　
　
　
（
略
）

　
　
四
八
　
２
　
　
　
（
略
）

　
　
四
九
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
五
〇
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
五
一
　
　

　
第
五
〇
号
に
規
定
す
る
報
告
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た

決
定
を
考
慮
し
て
、
連
合
の
戦
略
計
画
及
び
予
算
の
基

準
を
定
め
、
並
び
に
次
回
の
全
権
委
員
会
議
ま
で
の
期

　
　
　
　
　
　
　
　
改
　
　
　
正
　
　
　
前

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
章
　
基
本
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
条
　
全
権
委
員
会
議

　
　
四
七
　
１
　
　
　
（
略
）

　
　
四
八
　
２
　
構
成
国
の
提
案
に
基
づ
き
、
か
つ
、
理
事
会
の
報
告
を

考
慮
し
て
、
全
権
委
員
会
議
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

　
　
四
九
　
　

　
第
一
条
に
定
め
る
連
合
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の

一
般
方
針
を
決
定
す
る
こ
と
。

　
　
五
〇
　
　

　
前
回
の
全
権
委
員
会
議
の
後
の
連
合
の
活
動
並
び
に

連
合
の
戦
略
的
な
政
策
及
び
計
画
に
関
す
る
理
事
会
の

報
告
を
審
議
す
る
こ
と
。

　
　
五
一
　
　

　
次
回
の
全
権
委
員
会
議
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
連
合

の
活
動
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
事
項
を
検
討
の
上
、
当

該
期
間
に
つ
い
て
、
連
合
の
予
算
の
基
準
を
定
め
、
及



二

間
に
お
け
る
連
合
の
活
動
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
事
項

を
検
討
の
上
、
当
該
期
間
に
つ
い
て
、
連
合
の
会
計
上

の
限
度
額
を
定
め
る
こ
と
。

　
五
一
Ａ
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
五
二
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
五
三
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
五
四
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
五
五
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
五
六
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
五
七
　
　

　
　
　
（
略
）

び
第
五
〇
号
に
規
定
す
る
報
告
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た

決
定
を
考
慮
し
て
連
合
の
会
計
上
の
限
度
額
を
定
め
る

こ
と
。

　
五
一
Ａ
　
　

　
第
一
六
一
Ｄ
号
か
ら
第
一
六
一
Ｇ
号
ま
で
に
定
め
る

手
続
を
使
用
し
、
構
成
国
が
通
知
す
る
分
担
等
級
に
基

づ
い
て
、
次
回
の
全
権
委
員
会
議
ま
で
の
期
間
に
お
け

る
分
担
単
位
数
の
総
数
を
定
め
る
こ
と
。

　
　
五
二
　
　

　
連
合
の
職
員
編
成
に
関
す
る
す
べ
て
の
一
般
的
指
示

を
作
成
し
、
ま
た
、
必
要
な
場
合
に
は
、
連
合
の
す
べ

て
の
職
員
の
基
準
俸
給
、
俸
給
表
並
び
に
手
当
及
び
年

金
の
制
度
を
定
め
る
こ
と
。

　
　
五
三
　
　
　
　
連
合
の
会
計
計
算
書
を
審
査
し
、
必
要
な
場
合
に

は
、
最
終
的
に
承
認
す
る
こ
と
。

　
　
五
四
　
　

　
理
事
会
を
構
成
す
る
構
成
国
を
選
出
す
る
こ
と
。

　
　
五
五
　
　

　
連
合
の
役
員
と
し
て
、
事
務
総
局
長
、
事
務
総
局
次

長
及
び
各
部
門
の
局
長
を
選
出
す
る
こ
と
。

　
　
五
六
　
　

　
無
線
通
信
規
則
委
員
会
の
委
員
を
選
出
す
る
こ
と
。

　
　
五
七
　
　

　
必
要
な
場
合
に
は
、
第
五
十
五
条
の
規
定
及
び
条
約

の
関
連
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ
従
っ
て
、
構
成
国
が
提
出
し

た
こ
の
憲
章
及
び
条
約
の
改
正
案
を
検
討
し
及
び
採
択



三

　
　
五
八
　
　

　
　
　
（
略
）

　
五
八
Ａ
　
　
　
　
連
合
の
会
議
、
総
会
及
び
会
合
の
一
般
規
則
を
採
択

し
及
び
改
正
す
る
こ
と
。

　
　
五
九
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
３
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
九
条
　
選
挙
及
び
関
係
事
項
に
関
す
る
原
則

　
　
六
〇
　
１
　
　
　
（
略
）

　
　
六
一
　
　

　
理
事
会
の
議
席
が
世
界
の
す
べ
て
の
地
域
に
衡
平
に

配
分
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
に
妥
当
な
考
慮
を
払
い
、

理
事
会
の
構
成
員
を
選
出
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

　
　
五
八
　
　

　
連
合
と
他
の
国
際
機
関
と
の
間
の
協
定
を
必
要
に
応

じ
て
締
結
し
又
は
改
正
し
、
並
び
に
理
事
会
が
連
合
を

代
表
し
て
こ
れ
ら
の
国
際
機
関
と
締
結
し
た
暫
定
的
協

定
を
審
査
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
て
適
当
と
認
め
る
措

置
を
と
る
こ
と
。

　
五
八
Ａ
　
　
　
　
連
合
の
会
議
及
び
他
の
会
合
の
内
部
規
則
を
採
択
し

及
び
改
正
す
る
こ
と
。

　
　
五
九
　
　

　
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
す
べ
て
の
電
気
通
信
の
問
題

を
処
理
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
３
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
九
条
　
選
挙
及
び
関
係
事
項
に
関
す
る
原
則

　
　
六
〇
　
１
　
全
権
委
員
会
議
は
、
第
五
四
号
か
ら
第
五
六
号
ま
で
に

規
定
す
る
選
挙
を
行
う
に
当
た
り
、
次
の
こ
と
を
確
保
す

る
。

　
　
六
一
　
　

　
理
事
会
の
議
席
が
世
界
の
す
べ
て
の
地
域
に
衡
平
に

配
分
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
に
妥
当
な
考
慮
を
払
い
、

理
事
会
の
構
成
員
を
選
出
す
る
こ
と
。



四

　
　
六
二
　
　

　
事
務
総
局
長
、
事
務
総
局
次
長
及
び
各
局
長
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
構
成
国
が
指
名
す
る
自
国
民
で
あ
る
候
補
者

の
う
ち
か
ら
選
出
さ
れ
、
か
つ
、
異
な
る
構
成
国
の
国

民
と
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
選
挙
に
当
た
っ

て
は
、
世
界
の
諸
地
域
の
間
に
お
け
る
衡
平
な
地
理
的

配
分
に
つ
い
て
妥
当
な
考
慮
を
払
う
こ
と
。
全
権
委
員

会
議
は
、
さ
ら
に
、
第
一
五
四
号
に
定
め
る
原
則
に
つ

い
て
も
妥
当
な
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
六
三
　
　

　
無
線
通
信
規
則
委
員
会
の
委
員
を
構
成
国
が
指
名
す

る
自
国
民
で
あ
る
候
補
者
の
う
ち
か
ら
個
人
の
資
格
で

選
出
す
る
こ
と
。
各
構
成
国
は
、
候
補
者
を
一
人
に
限

り
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
線
通
信
規
則
委
員
会

の
委
員
は
、
無
線
通
信
局
長
と
同
一
の
構
成
国
の
国
民

で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
選
挙
に
当
た
っ

て
は
、
世
界
の
諸
地
域
の
間
に
お
け
る
衡
平
な
地
理
的

配
分
及
び
第
九
三
号
に
定
め
る
原
則
に
つ
い
て
妥
当
な

考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
六
四
　
２
　
就
任
、
空
席
及
び
再
選
資
格
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て

は
、
条
約
で
定
め
る
。

　
　
六
二
　
　

　
事
務
総
局
長
、
事
務
総
局
次
長
、
各
局
長
及
び
無
線

通
信
規
則
委
員
会
の
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
構
成
国
が

指
名
す
る
自
国
民
で
あ
る
候
補
者
の
う
ち
か
ら
選
出
さ

れ
、
か
つ
、
異
な
る
構
成
国
の
国
民
と
す
る
も
の
と

し
、
こ
れ
ら
の
者
の
選
挙
に
当
た
っ
て
は
、
世
界
の
諸

地
域
の
間
に
お
け
る
衡
平
な
地
理
的
配
分
に
つ
い
て
妥

当
な
考
慮
を
払
う
こ
と
。
全
権
委
員
会
議
は
、
役
員
に

関
し
て
は
、
さ
ら
に
、
第
一
五
四
号
に
定
め
る
原
則
に

つ
い
て
も
妥
当
な
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
六
三
　
　

　
無
線
通
信
規
則
委
員
会
の
委
員
を
個
人
の
資
格
で
選

出
す
る
こ
と
。
各
構
成
国
は
、
候
補
者
を
一
人
に
限
り

指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
六
四
　
２
　
第
六
一
号
か
ら
第
六
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
選
挙
の
手

続
は
、
全
権
委
員
会
議
が
定
め
る
。
就
任
、
空
席
及
び
再



五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
条
　
理
事
会

　
　
六
五
　
１

　
　
　
（
略
）

　
　
六
六
　
　

　
理
事
会
の
各
構
成
員
は
、
理
事
会
に
参
加
す
る
一
人

の
者
を
任
命
す
る
。
こ
の
者
は
、
一
人
又
は
二
人
以
上

の
者
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
六
七
　
削
除

　
　
六
八
　
３
　
　
　
（
略
）

　
　
六
九
　
４

　
　
　
（
略
）

　
　
七
〇
　
　

　
理
事
会
は
、
連
合
の
政
策
の
方
向
及
び
戦
略
が
電
気

通
信
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
完
全
に
適
合
す
る
よ

う
に
す
る
た
め
、
全
権
委
員
会
議
の
一
般
的
指
示
に
従

選
資
格
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
条
約
で
定
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
条
　
理
事
会

　
　
六
五
　
１

　
理
事
会
は
、
第
六
一
号
の
規
定
に
従
っ
て
全
権
委
員

会
議
が
選
出
し
た
構
成
国
で
構
成
す
る
。

　
　
六
六
　
　

　
理
事
会
の
各
構
成
員
は
、
理
事
会
に
参
加
す
る
一
人

の
者
を
任
命
す
る
。
こ
の
者
は
、
一
人
又
は
二
人
以
上

の
者
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
六
七
　
２
　
理
事
会
は
、
そ
の
内
部
規
則
を
定
め
る
。

　
　
六
八
　
３
　
　
　
（
略
）

　
　
六
九
　
４

　
理
事
会
は
、
構
成
国
が
こ
の
憲
章
、
条
約
、
業
務
規

則
、
全
権
委
員
会
議
の
決
定
並
び
に
必
要
な
場
合
に
は

連
合
の
他
の
会
議
及
び
会
合
の
決
定
を
実
施
す
る
こ
と

を
容
易
に
す
る
た
め
の
適
当
な
す
べ
て
の
措
置
を
と
る

も
の
と
し
、
ま
た
、
全
権
委
員
会
議
が
課
す
る
そ
の
他

の
す
べ
て
の
任
務
を
行
う
。

　
　
七
〇
　
　
　
　
理
事
会
は
、
連
合
の
政
策
の
方
向
及
び
戦
略
が
電
気

通
信
を
取
り
巻
く
環
境
の
絶
え
ざ
る
変
化
に
完
全
に
適

合
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
全
権
委
員
会
議
の
一
般
的



六

　
　
　
　
　
　
　
っ
て
電
気
通
信
政
策
の
広
範
な
問
題
を
検
討
す
る
。

　
七
〇
Ａ
　
　
　
　
理
事
会
は
、
連
合
の
た
め
に
勧
告
さ
れ
た
戦
略
的
な

政
策
及
び
計
画
に
関
し
、
そ
の
会
計
上
の
影
響
を
含
め

た
報
告
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た
め
に
、
第
七

四
Ａ
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
事
務
総
局
長
が
作
成
す
る

具
体
的
な
資
料
を
使
用
す
る
。

　
　
七
一
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
七
二
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
第
十
一
条
　
事
務
総
局

指
示
に
従
っ
て
電
気
通
信
政
策
の
広
範
な
問
題
を
検
討

す
る
。
ま
た
、
理
事
会
は
、
連
合
の
た
め
に
勧
告
さ
れ

た
戦
略
的
な
政
策
及
び
計
画
に
関
し
、
そ
の
会
計
上
の

影
響
を
含
め
た
報
告
を
作
成
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
た

め
に
、
第
七
四
Ａ
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
事
務
総
局
長

が
作
成
す
る
資
料
を
使
用
す
る
。

　
　
七
一
　
　

　
理
事
会
は
、
連
合
の
活
動
の
効
果
的
な
調
整
を
確
保

し
、
並
び
に
事
務
総
局
及
び
三
部
門
に
対
す
る
効
果
的

な
会
計
上
の
監
督
を
行
う
。

　
　
七
二
　
　

　
理
事
会
は
、
連
合
の
目
的
に
従
い
、
連
合
が
有
す
る

す
べ
て
の
手
段
（
連
合
に
よ
る
国
際
連
合
の
適
当
な
計

画
へ
の
参
加
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
開
発
途
上
国
に
お

け
る
電
気
通
信
の
発
展
に
貢
献
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
一
条
　
事
務
総
局



七

　
　
七
三
　
１

　
　
　
（
略
）

　
七
三
Ａ
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
七
四
　
　
　

　
　
　
（
略
）

　
七
四
Ａ
　
　
　

　
調
整
委
員
会
の
援
助
の
下
に
連
合
の
戦
略
的
な
政

策
及
び
計
画
に
関
す
る
報
告
の
作
成
に
必
要
な
具
体

的
な
資
料
を
作
成
し
、
そ
の
資
料
を
構
成
国
及
び
部

門
構
成
員
に
提
供
し
、
並
び
に
当
該
計
画
の
実
施
を

調
整
す
る
こ
と
。
構
成
国
及
び
部
門
構
成
員
が
検
討

を
行
う
た
め
に
全
権
委
員
会
議
の
前
に
開
催
さ
れ
る

理
事
会
の
直
近
二
回
の
通
常
会
期
中
に
、
こ
の
報
告

を
送
付
す
る
こ
と
。

　
　
七
五
　
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
七
三
　
１

　
事
務
総
局
は
、
事
務
総
局
長
が
統
括
す
る
。
事
務
総

局
長
は
、
一
人
の
事
務
総
局
次
長
に
よ
っ
て
補
佐
さ
れ

る
。

　
七
三
Ａ
　
　
　
　
事
務
総
局
長
の
任
務
は
、
条
約
で
定
め
る
。
さ
ら

に
、
事
務
総
局
長
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

　
　
七
四
　
　
　

　
調
整
委
員
会
の
援
助
の
下
に
、
連
合
の
活
動
を
調

整
す
る
こ
と
。

　
七
四
Ａ
　
　
　

　
調
整
委
員
会
の
援
助
の
下
に
、
連
合
の
戦
略
的
な

政
策
及
び
計
画
に
関
す
る
報
告
の
作
成
に
必
要
な
資

料
を
作
成
し
、
計
画
の
実
施
を
調
整
す
る
こ
と
。

　
　
七
五
　
　
　

　
連
合
の
資
源
の
経
済
的
な
活
用
の
た
め
に
必
要
な

す
べ
て
の
措
置
を
と
り
、
連
合
の
活
動
の
事
務
上
及

び
会
計
上
の
事
項
の
全
体
に
つ
き
理
事
会
に
対
し
て

責
任
を
負
う
こ
と
。



八

　
　
七
六
　
　
　

　
　
　
（
略
）

　
七
六
Ａ
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
七
七
　
２
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
無
線
通
信
部
門
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
四
条
　
無
線
通
信
規
則
委
員
会

　
　
九
三
　
１
　
　
　
（
略
）

　
九
三
Ａ
　
２
　
　
　
（
略
）

　
　
九
四
　
２
　
　
　
（
略
）

　
　
九
五
　
　

　
無
線
通
信
規
則
及
び
権
限
の
あ
る
無
線
通
信
会
議
の

決
定
に
適
合
し
た
手
続
規
則
（
技
術
基
準
を
含
む
。
）

を
承
認
す
る
こ
と
。
こ
の
手
続
規
則
は
、
無
線
通
信
局

　
　
七
六
　
　
　

　
連
合
の
法
律
上
の
代
表
者
と
し
て
行
動
す
る
こ

と
。

　
七
六
Ａ
　
　

　
事
務
総
局
長
は
、
第
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
作

成
さ
れ
た
特
別
取
極
の
寄
託
者
と
し
て
行
動
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
　
七
七
　
２
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
章
　
無
線
通
信
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
四
条
　
無
線
通
信
規
則
委
員
会

　
　
九
三
　
１
　
　
　
（
略
）

　
九
三
Ａ
　
２
　
　
　
（
略
）

　
　
九
四
　
２
　
無
線
通
信
規
則
委
員
会
の
任
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

　
　
九
五
　
　

　
無
線
通
信
規
則
及
び
権
限
の
あ
る
無
線
通
信
会
議
の

決
定
に
適
合
し
た
手
続
規
則
（
技
術
基
準
を
含
む
。
）

を
承
認
す
る
こ
と
。
こ
の
手
続
規
則
は
、
無
線
通
信
局



九

長
及
び
無
線
通
信
局
が
構
成
国
の
行
う
周
波
数
割
当
て

を
登
録
す
る
た
め
に
無
線
通
信
規
則
を
適
用
す
る
に
当

た
っ
て
使
用
す
る
。
こ
の
手
続
規
則
は
、
透
明
性
の
あ

る
方
法
で
作
成
す
る
。
主
管
庁
は
、
こ
の
手
続
規
則
に

対
し
て
意
見
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
、
意
見
の
相
違
が

継
続
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
問
題
は
、
次
回
の
世
界
無

線
通
信
会
議
に
提
出
す
る
。

　
　
九
六
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
九
七
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
３
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
４
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
　
　
　
（
略
）

長
及
び
無
線
通
信
局
が
構
成
国
の
行
う
周
波
数
割
当
て

を
登
録
す
る
た
め
に
無
線
通
信
規
則
を
適
用
す
る
に
当

た
っ
て
使
用
す
る
。
主
管
庁
は
、
こ
の
手
続
規
則
に
対

し
て
意
見
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
、
意
見
の
相
違
が
継

続
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
問
題
は
、
次
回
の
世
界
無
線

通
信
会
議
に
提
出
す
る
。

　
　
九
六
　
　

　
第
九
五
号
の
手
続
規
則
の
適
用
に
よ
っ
て
解
決
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
そ
の
他
の
問
題
を
検
討
す
る
こ

と
。

　
　
九
七
　
　

　
第
七
八
号
に
規
定
す
る
周
波
数
の
割
当
て
及
び
使
用

に
関
し
て
、
無
線
通
信
規
則
に
定
め
る
手
続
に
従
い
、

権
限
の
あ
る
会
議
が
定
め
、
又
は
こ
の
会
議
の
準
備
若

し
く
は
そ
の
決
定
の
実
施
の
た
め
構
成
国
の
過
半
数
の

同
意
を
得
て
理
事
会
が
定
め
る
す
べ
て
の
追
加
の
任
務

を
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
３
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
４
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
　
　
　
（
略
）



一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
　
電
気
通
信
標
準
化
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
　
電
気
通
信
開
発
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
の
Ａ
　
各
部
門
の
作
業
の
方
法

一
四
五
Ａ
　
　
無
線
通
信
総
会
、
世
界
電
気
通
信
標
準
化
総
会
及
び
世
界

電
気
通
信
開
発
会
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
の
活
動
を
管
理

す
る
た
め
の
作
業
の
方
法
及
び
手
続
を
定
め
及
び
採
択
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
の
方
法
及
び
手
続
は
、
こ

の
憲
章
、
条
約
及
び
業
務
規
則
、
特
に
条
約
第
二
四
六
Ｄ
号

か
ら
第
二
四
六
Ｈ
号
ま
で
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
章
　
連
合
の
運
営
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
章
　
電
気
通
信
標
準
化
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
章
　
電
気
通
信
開
発
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
章
　
連
合
の
運
営
に
関
す
る
そ
の
他
の
規
定



一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
八
条
　
連
合
の
会
計

　
　
　
　
　
１
及
び
２
　
　
　
（
略
）

一
五
九
Ｃ
　
２
の
二
　
　
　
（
略
）

一
五
九
Ｄ
　
２
の
三
　
第
四
三
号
の
地
域
無
線
通
信
会
議
の
経
費
の
負
担

は
、
次
の
よ
う
に
行
う
。

一
五
九
Ｅ
　
　

　
関
係
地
域
の
す
べ
て
の
構
成
国
が
そ
の
分
担
等
級
に

従
っ
て
負
担
す
る
。

一
五
九
Ｆ
　
　

　
当
該
会
議
に
参
加
し
た
そ
の
他
の
地
域
の
構
成
国
が

そ
の
分
担
等
級
に
従
っ
て
負
担
す
る
。

一
五
九
Ｇ
　
　
　
　
許
可
さ
れ
た
部
門
構
成
員
及
び
他
の
機
関
で
あ
っ

て
、
条
約
に
従
っ
て
当
該
会
議
に
参
加
し
た
も
の
が
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
八
条
　
連
合
の
会
計

　
　
　
　
　
１
及
び
２
　
　
　
（
略
）

一
五
九
Ｃ
　
２
の
二
　
各
構
成
国
及
び
各
部
門
構
成
員
は
、
第
一
六
〇
号

か
ら
第
一
六
一
Ｉ
号
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
選
定
し
た
分

担
等
級
の
単
位
数
に
相
当
す
る
金
額
を
支
払
う
。

一
五
九
Ｄ
　
２
の
三
　
第
四
三
号
の
地
域
無
線
通
信
会
議
の
経
費
は
、
関

係
地
域
の
す
べ
て
の
構
成
国
及
び
必
要
な
場
合
に
は
当
該

会
議
に
参
加
し
た
そ
の
他
の
地
域
の
構
成
国
が
そ
の
分
担

等
級
に
従
っ
て
負
担
す
る
。



一
二

担
す
る
。

　
一
六
〇
　
３

　
　
　
（
略
）

　
一
六
一
　
　

　
　
　
（
略
）

一
六
一
Ａ
　
　
　
　
　
　
（
略
）

一
六
一
Ｂ
　
３
の
二

　
　
　
（
略
）

一
六
一
Ｃ
　
　

　
　
　
（
略
）

　
一
六
〇
　
３

　
構
成
国
及
び
部
門
構
成
員
は
、
連
合
の
経
費
を
負
担

す
る
た
め
の
分
担
等
級
を
任
意
に
選
定
す
る
。

　
一
六
一
　
　

　
構
成
国
に
よ
る
分
担
等
級
の
選
定
は
、
条
約
に
定
め

る
分
担
等
級
表
及
び
条
件
並
び
に
次
に
定
め
る
手
続
に

従
っ
て
、
全
権
委
員
会
議
に
お
い
て
行
う
。

一
六
一
Ａ
　
　
　
　
部
門
構
成
員
に
よ
る
分
担
等
級
の
選
定
は
、
条
約
に

定
め
る
分
担
等
級
表
及
び
条
件
並
び
に
次
に
定
め
る
手

続
に
従
っ
て
行
う
。

一
六
一
Ｂ
　
３
の
二

　
理
事
会
は
、
全
権
委
員
会
議
の
直
前
の
会
期
に

お
い
て
、
会
計
に
関
し
当
該
全
権
委
員
会
議
が
取
り
扱

う
期
間
の
財
政
計
画
案
及
び
分
担
単
位
の
総
数
に
基
づ

き
、
分
担
単
位
の
暫
定
的
な
額
を
定
め
る
。

一
六
一
Ｃ
　
　

　
事
務
総
局
長
は
、
構
成
国
及
び
部
門
構
成
員
に
対
し

第
一
六
一
Ｂ
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
分
担
単

位
の
暫
定
的
な
額
を
通
知
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
構

成
国
に
対
し
自
国
が
暫
定
的
に
選
定
し
た
分
担
等
級
を

全
権
委
員
会
議
の
開
始
の
日
の
遅
く
と
も
一
週
間
前
に

通
知
す
る
よ
う
要
請
す
る
。



一
三

一
六
一
Ｄ
　
　

　
　
　
（
略
）

一
六
一
Ｅ
　
　

　
全
権
委
員
会
議
は
、
修
正
さ
れ
た
財
政
計
画
案
を
考

慮
し
て
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
分
担
単
位
の
額
の
最

終
的
な
限
度
額
を
定
め
、
及
び
構
成
国
が
、
事
務
総
局

長
の
要
請
に
よ
り
、
最
終
的
に
選
定
し
た
分
担
等
級
を

通
知
す
る
期
日
を
全
権
委
員
会
議
が
終
了
す
る
日
の
属

す
る
週
の
前
の
週
の
範
囲
内
で
定
め
る
。

一
六
一
Ｆ
　
　

　
　
　
（
略
）

一
六
一
Ｇ
　
　

　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
３
の
三
か
ら
10
ま
で
　
　
　
（
略
）

一
六
一
Ｄ
　
　

　
全
権
委
員
会
議
は
、
そ
の
最
初
の
週
に
、
構
成
国
が

事
務
総
局
長
に
通
知
し
た
分
担
等
級
の
変
更
及
び
変
更

さ
れ
な
い
分
担
等
級
を
考
慮
し
て
、
第
一
六
一
Ｂ
号
及

び
第
一
六
一
Ｃ
号
の
規
定
に
基
づ
き
事
務
総
局
長
が
と

る
手
続
に
従
っ
て
、
分
担
単
位
の
暫
定
的
な
限
度
額
を

定
め
る
。

一
六
一
Ｅ
　
　

　
全
権
委
員
会
議
は
、
修
正
さ
れ
た
財
政
計
画
案
を
考

慮
し
て
、
分
担
単
位
の
額
の
最
終
的
な
限
度
額
を
定
め

る
。
事
務
総
局
長
は
、
そ
の
後
、
構
成
国
に
対
し
、
全

権
委
員
会
議
が
終
了
す
る
日
の
属
す
る
週
の
前
の
週
の

終
了
の
前
に
、
最
終
的
に
選
定
し
た
分
担
等
級
を
通
知

す
る
よ
う
要
請
す
る
。

一
六
一
Ｆ
　
　

　
全
権
委
員
会
議
が
定
め
る
日
ま
で
に
事
務
総
局
長
に

自
国
の
決
定
を
通
知
し
な
い
構
成
国
は
、
従
前
に
選
定

し
た
分
担
等
級
を
維
持
す
る
。

一
六
一
Ｇ
　
　

　
全
権
委
員
会
議
は
、
さ
ら
に
、
構
成
国
が
選
定
し
た

最
終
的
な
分
担
等
級
及
び
財
政
計
画
の
承
認
の
日
に
お

け
る
部
門
構
成
員
の
分
担
等
級
に
応
じ
た
分
担
単
位
の

総
数
に
基
づ
き
、
最
終
的
な
財
政
計
画
を
承
認
す
る
。

　
　
　
　
　
３
の
三
か
ら
10
ま
で
　
　
　
（
略
）



一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
十
二
条
　
連
合
の
会
議
、
総
会
及
び
会
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
般
規
則

　
一
七
七
　
１
　
全
権
委
員
会
議
が
採
択
す
る
連
合
の
会
議
、
総
会
及
び

会
合
の
一
般
規
則
は
、
連
合
の
会
議
及
び
総
会
の
準
備
、

連
合
の
会
議
、
総
会
及
び
会
合
の
業
務
の
組
織
及
び
討
論

の
方
法
並
び
に
理
事
会
の
構
成
員
、
事
務
総
局
長
、
事
務

総
局
次
長
、
各
部
門
の
局
長
及
び
無
線
通
信
規
則
委
員
会

委
員
の
選
挙
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　
一
七
八
　
２
　
会
議
、
総
会
及
び
理
事
会
は
、
連
合
の
会
議
、
総
会
及

び
会
合
の
一
般
規
則
の
第
二
章
を
補
足
す
る
た
め
に
不
可

欠
と
認
め
る
規
則
を
採
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と

も
、
こ
の
よ
う
な
補
足
的
規
則
は
、
こ
の
憲
章
、
条
約
及

び
当
該
一
般
規
則
の
第
二
章
に
抵
触
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
会
議
又
は
総
会
が
採
択
し
た
補
足
的
規
則

は
、
会
議
又
は
総
会
の
文
書
と
し
て
公
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
十
二
条
　
会
議
及
び
他
の
会
合
の
内
部
規
則

　
一
七
七
　
１
　
連
合
の
会
議
及
び
他
の
会
合
は
、
そ
の
業
務
の
組
織
及

び
討
論
の
方
法
に
つ
い
て
、
全
権
委
員
会
議
が
採
択
す
る

連
合
の
会
議
及
び
他
の
会
合
の
内
部
規
則
を
適
用
す
る
。

　
一
七
八
　
２
　
会
議
、
総
会
及
び
理
事
会
は
、
内
部
規
則
を
補
足
す
る

た
め
に
不
可
欠
と
認
め
る
規
則
を
採
択
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
補
足
的
規
則
は
、
こ
の
憲

章
、
条
約
及
び
第
一
七
七
号
に
規
定
す
る
内
部
規
則
に
抵

触
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
会
議
又
は
総
会
が

採
択
し
た
補
足
的
規
則
は
、
会
議
又
は
総
会
の
文
書
と
し

て
公
表
す
る
。



一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
章
　
電
気
通
信
に
関
す
る
一
般
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
十
三
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
章
　
無
線
通
信
に
関
す
る
特
別
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
十
四
条
　
無
線
周
波
数
ス
ペ
ク
ト
ル
の
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
対
地
静
止
衛
星
軌
道
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
衛
星
軌
道
の
使
用

　
一
九
五
　
１
　
構
成
国
は
、
使
用
す
る
周
波
数
の
数
及
び
ス
ペ
ク
ト
ル

幅
を
、
必
要
な
業
務
の
運
用
を
十
分
に
確
保
す
る
た
め
に

欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
よ
う
努
め

る
。
こ
の
た
め
、
構
成
国
は
、
改
良
さ
れ
た
最
新
の
技
術

を
で
き
る
限
り
速
や
か
に
適
用
す
る
よ
う
努
め
る
。

　
一
九
六
　
２
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
章
　
国
際
連
合
そ
の
他
の
国
際
機
関

　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
章
　
電
気
通
信
に
関
す
る
一
般
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
十
三
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
章
　
無
線
通
信
に
関
す
る
特
別
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
十
四
条
　
無
線
周
波
数
ス
ペ
ク
ト
ル
の
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
対
地
静
止
衛
星
軌
道
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
衛
星
軌
道
の
使
用

　
一
九
五
　
１
　
連
合
員
は
、
使
用
す
る
周
波
数
の
数
及
び
ス
ペ
ク
ト
ル

幅
を
、
必
要
な
業
務
の
運
用
を
十
分
に
確
保
す
る
た
め
に

欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
よ
う
努
め

る
。
こ
の
た
め
、
連
合
員
は
、
改
良
さ
れ
た
最
新
の
技
術

を
で
き
る
限
り
速
や
か
に
適
用
す
る
よ
う
努
め
る
。

　
一
九
六
　
２
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
八
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
章
　
国
際
連
合
そ
の
他
の
国
際
機
関



一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
非
構
成
国
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
十
九
条
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
条
　
そ
の
他
の
国
際
機
関
と
の
関
係

　
二
〇
六
　
　
連
合
は
、
電
気
通
信
の
分
野
に
お
け
る
完
全
な
国
際
的
調

整
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
利
害
関
係
を
有
し
又
は
関
連
す

る
活
動
を
行
う
国
際
機
関
と
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
一
条
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
九
章
　
最
終
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
五
条
　
こ
の
憲
章
の
改
正
に
関
す
る
規
定

　
二
二
四
　
１
　
構
成
国
は
、
こ
の
憲
章
の
改
正
を
提
案
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
提
案
は
、
す
べ
て
の
構
成
国
へ
の
送
付
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
非
構
成
国
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
十
九
条
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
条
　
そ
の
他
の
国
際
機
関
と
の
関
係

　
二
〇
六
　
　
連
合
は
、
電
気
通
信
の
分
野
に
お
け
る
完
全
な
国
際
的
調

整
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
利
害
関
係
を
有
し
又
は
関
連
す

る
活
動
を
行
う
国
際
機
関
と
協
力
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
一
条
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
九
章
　
最
終
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
四
条
ま
で
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
五
条
　
こ
の
憲
章
の
改
正
に
関
す
る
規
定

　
二
二
四
　
１
　
構
成
国
は
、
こ
の
憲
章
の
改
正
を
提
案
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
提
案
は
、
す
べ
て
の
構
成
国
へ
の
送
付
及
び



一
七

す
べ
て
の
構
成
国
に
よ
る
検
討
が
十
分
な
余
裕
を
も
っ
て

行
わ
れ
得
る
よ
う
に
、
全
権
委
員
会
議
の
開
会
の
日
の
遅

く
と
も
八
箇
月
前
に
、
事
務
総
局
長
に
到
着
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
事
務
総
局
長
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、

か
つ
、
全
権
委
員
会
議
の
開
会
の
日
の
遅
く
と
も
六
箇
月

前
に
、
当
該
提
案
を
す
べ
て
の
構
成
国
の
情
報
の
た
め
に

公
表
す
る
。

　
　
　
　
　
２
か
ら
４
ま
で
　
　
　
（
略
）

　
二
二
八
　
５
　
第
二
二
四
号
か
ら
第
二
二
七
号
ま
で
に
特
に
規
定
す
る

場
合
を
除
く
ほ
か
、
連
合
の
会
議
、
総
会
及
び
会
合
の
一

般
規
則
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
６
か
ら
９
ま
で
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
八
条
　
効
力
発
生
及
び
関
係
事
項

　
二
三
八
　
１
　
追
加
全
権
委
員
会
議
（
千
九
百
九
十
二
年
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
）
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
こ
の
憲
章
及
び
条
約
は
、
千

九
百
九
十
四
年
七
月
一
日
に
、
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認

す
べ
て
の
構
成
国
に
よ
る
検
討
が
十
分
な
余
裕
を
も
っ
て

行
わ
れ
得
る
よ
う
に
、
全
権
委
員
会
議
の
開
会
の
日
の
遅

く
と
も
八
箇
月
前
に
、
事
務
総
局
長
に
到
着
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
事
務
総
局
長
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、

か
つ
、
全
権
委
員
会
議
の
開
会
の
日
の
遅
く
と
も
六
箇
月

前
に
、
当
該
提
案
を
す
べ
て
の
構
成
国
に
送
付
す
る
。

　
　
　
　
　
２
か
ら
４
ま
で
　
　
　
（
略
）

　
二
二
八
　
５
　
第
二
二
四
号
か
ら
第
二
二
七
号
ま
で
に
特
に
規
定
す
る

場
合
を
除
く
ほ
か
、
会
議
に
関
す
る
一
般
規
定
並
び
に
会

議
及
び
他
の
会
合
の
内
部
規
則
を
適
用
す
る
。

　
　
　
　
　
６
か
ら
９
ま
で
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
　
　
　
（
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
十
八
条
　
効
力
発
生
及
び
関
係
事
項

　
　
二
三
八
　
１
　
こ
の
憲
章
及
び
条
約
は
、
千
九
百
九
十
四
年
七
月
一

日
に
、
批
准
書
、
受
諾
書
、
承
認
書
又
は
加
入
書
を
同

日
前
に
寄
託
し
た
連
合
員
の
間
に
お
い
て
効
力
を
生
ず



一
八

書
又
は
加
入
書
を
同
日
前
に
寄
託
し
た
構
成
国
の
間
に
お

い
て
効
力
を
生
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

る
。

　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）


